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中間整理 総合的な対策

緊急対策の実施（①、②）

（１）事業参入後の安全確保についてのチェックの強化

運行管理者の把握に関するシステムの開発、実施体制の整備（⑧）

（２）旅行業者を含めた安全確保のための対策の強化

事業停止、事業許可取消処分の対象範囲の
拡大等に関する通達等の改正（④、⑧）

監査や行政処分に関する運用基準等の検
討・策定（②～⑦）

監査に必要な書類の備付け
義務化等に関する省令等の
改正（②～⑦）

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

緊急対策の実施（①、②）

運送申込書/引受書の記載事項の追加等に
関する省令等の改正（③～⑤）

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）

運輸安全マネジメントに関して評価実施の
優先順位の設定、評価の開始（⑨）
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手数料等に関する通報窓口等の設置
（⑥、⑦）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）
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監査事務の効率化策の検討（⑦）
監査事務の効率化のためのマニュアル等の整備、
実施体制の整備（⑦）
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中間整理 総合的な対策

緊急対策の実施（③）

直近１年間に乗務していない車種区分の自
動車を運転する者に実施する指導・監督の
内容等の検討（③）

指導・監督の実施の義務付
けの範囲に関する省令の改
正（③）

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

緊急対策等の実施（④、⑤）

（３）運転者の運転技術等のチェックの強化

乗務員台帳の記載事項等に関する省令等の
改正（①、②）

初任運転者等に対して義務化する実技訓練
の内容・期間等の検討（③）

初任運転者等に対する実技訓練の義務化に関する告示の
改正（③）

（４）ハード面での安全対策の強化

連絡会議等におけるＡＴ導入等に関する検討
の開始（②、③、⑤）

車体強度に関する省令の改正（⑦）

補助席のシートベルトに関する技術基準等
の検討（⑥）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）

（５）事業参入の際の安全確保に関するチェックの強化

検討委員会における「総合的な対策」の
検討（別紙２、３）

検討委員会において具体化が図られたもの、又は実施に向けた
結論が得られたものについて、制度改正等の実施（別紙２、３）

ドライブレコーダーの性
能基準等の検討（①）

ドライブレコーダーの義務化
に関する省令の改正（①）

記録の活用方法
の検討（①）
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補助席のシートベルトの設置
義務化に関する省令の改正（⑥）


